
様式Ａ－２ 

不利益処分一覧表 

（令和 4年（2022年）4月 1日作成） 

［所管： 福祉部福祉指導監査課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 

１ 社会福祉法 ５６－６ 社会福祉法人に対する改善命令 Ｄ 

２ 社会福祉法 ５６－７ 
社会福祉法人に対する業務停止命令又

は役員の解職勧告 
Ｄ 

３ 社会福祉法 ５６－８ 社会福祉法人に対する解散命令 Ｄ 

４ 社会福祉法 ５７ 
社会福祉法人に対する公益事業又は収

益事業の停止命令 
Ｄ 

５ 介護保険法 

７６の２－３ 

７８の９－３ 

８３の２－３ 

９１の２－３ 

１０３－３ 

１１４の５－３ 

１１５の８－３ 

１１５の１８－

３ 

１１５の２８－

３ 

１１５の４５の

８－３ 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着

型サービス事業者、指定居宅介護支援事

業者、指定介護老人福祉施設の開設者、

介護老人保健施設の開設者、介護医療院

の開設者、指定介護予防サービス事業

者、指定地域密着型介護予防サービス事

業者、指定介護予防支援事業者又は介護

保険法第 115 条の 45 の 3 第 1 項に規定

する指定事業者に対する改善命令 

C 

６ 介護保険法 

７７－１ 

７８の１０－１ 

８４－１ 

９２－１ 

１０４－１ 

１１４の６－１ 

１１５の９－１ 

１１５の１９－

１ 

１１５の２９－

１ 

１１５の４５の

９－１ 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着

型サービス事業者、指定居宅介護支援事

業者、指定介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防

サービス事業者、指定介護予防支援事業

者又は介護保険法第 115 条の 45 の 3 第

1項に規定する指定事業者に係る指定若

しくは許可の取消し、又は全部若しくは

一部効力停止 

C 

７ 介護保険法 
１０１ 

１１４の３ 

介護老人保健施設の開設者又は介護医

療院の開設者に対する設備の全部若し

くは一部の使用制限若しくは禁止又は

Ｃ 



修繕若しくは改築命令 

８ 介護保険法 
１０２－１ 

１１４の４－１ 

介護老人保健施設の開設者又は介護医

療院の開設者に対する管理者の変更命

令 

 Ｃ 

９ 介護保険法 
１１５の３４－

３ 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着

型サービス事業者、指定居宅介護支援事

業者、指定介護予防サービス事業者、指

定地域密着型介護予防サービス事業者

及び指定介護予防支援事業者並びに指

定介護老人福祉施設、介護老人保健施設

及び介護医療院の開設者（全ての事業所

又は全ての施設が豊中市内に所在する

ものに限る）に対する業務管理体制の整

備の改善命令 

Ｄ 

１０ 
障害者 

総合支援法 

４９－４ 

５１の２８－４ 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害

者支援施設等の設置者、指定一般相談支

援事業者又は指定特定相談支援事業者

に対する改善命令 

C 

１１ 
障害者 

総合支援法 

５０－１ 

５１の２９－１ 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害

者支援施設、指定一般相談支援事業者又

は指定特定相談支援事業者に係る指定

の取消し、又は指定の全部若しくは一部

効力停止 

C 

１２ 
障害者 

総合支援法 

５１の４－３ 

５１の３３－３ 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害

者支援施設、指定一般相談支援事業者又

は指定特定相談支援事業者（全ての事業

所が豊中市内に所在するものに限る）に

対する業務管理体制の整備の改善命令 

Ｄ 

１３ 老人福祉法 １８の２－１ 
認知症対応型老人共同生活援助事業を

行う者に対する改善命令 
Ｄ 

１４ 老人福祉法 １８の２－２ 

老人居宅生活支援事業を行う者又は老

人デイサービスセンター、老人短期入所

施設若しくは老人介護支援センターの

設置者に対する事業の制限又は停止命

令 

Ｄ 

１５ 老人福祉法 １９－１ 

養護老人ホーム又は特別養護老人ホー

ムの設置者に対する施設の設備若しく

は運営の改善若しくは事業の停止若し

くは廃止命令、又は認可取消し 

Ｄ 

１６ 老人福祉法 ２９－１５ 
有料老人ホームの設置者に対する改善

命令 
Ｄ 



１７ 老人福祉法 ２９－１６ 
有料老人ホームの設置者に対する事業

の制限又は停止命令 
Ｄ 

１８ 児童福祉法 

２１の５の２３

－３ 

２４の３５－３ 

指定障害児通所支援事業者又は指定障

害児相談支援事業者に対する改善命令 
Ｃ 

１９ 児童福祉法 

２１の５の２４

－１ 

２４の３６ 

指定障害児通所支援事業者又は指定障

害児相談支援事業者に係る指定の取消

し、又は指定の全部若しくは一部効力停

止 

Ｃ 

２０ 児童福祉法 

２１の５の２８

－３ 

２４の４０－３ 

指定障害児通所支援事業者又は指定障

害児相談支援事業者（全ての事業所が豊

中市内に所在するものに限る）に対する

業務管理体制の整備の改善命令 

Ｄ 

２１ 児童福祉法 ５８－１及び２ 
助産施設、母子生活支援施設、保育所及

び家庭的保育事業等の認可の取消し 
Ｄ 

２２ 児童福祉法 ５９－５及び６ 
家庭的保育事業等の事業の停止又は施

設の閉鎖命令 
Ｄ 

２３ 

就学前の子ども

に関する教育、保

育等の総合的な

提供の推進に関

する法律 

７－１ 

２２－１ 

幼保連携型認定こども園以外の認定こ

ども園の認定の取消し又は幼保連携型

認定こども園の認可の取消し 

Ｄ 

２４ 

就学前の子ども

に関する教育、保

育等の総合的な

提供の推進に関

する法律 

２０ 
幼保連携型認定こども園の設置者に対

する改善命令 
Ｄ 

２５ 

就学前の子ども

に関する教育、保

育等の総合的な

提供の推進に関

する法律 

２１－１ 
幼保連携型認定こども園の事業の停止

又は施設の閉鎖命令 
Ｄ 

２６ 
子ども・子育て支

援法 

３９－４ 

５１－３ 

特定教育・保育施設の設置者又は特定地

域型保育事業者に対する改善命令 
Ｄ 

２７ 
子ども・子育て支

援法 

４０－１ 

５２－１ 

特定教育・保育施設又は特定地域型保育

事業者の確認の取消し、又は確認の全部

若しくは一部効力停止 

Ｄ 

２８ 
子ども・子育て支

援法 
５７－３ 

特定教育・保育施設の設置者又は特定地

域型保育事業者（全ての教育・保育施設

又は地域型保育事業所が豊中市内に所

Ｄ 



在するものに限る）に対する業務管理体

制の整備の改善命令 

２９ 社会福祉法 １４４ 
社会福祉連携推進法人に対する改善命

令 
Ｄ 

３０ 社会福祉法 １４４ 
社会福祉連携推進法人に対する業務停

止命令又は役員の解職勧告 
Ｄ 

３１ 社会福祉法 
１４５－１及び

２ 
社会福祉連携推進認定の取消し Ｄ 

３２ 社会福祉法 ７１ 
社会福祉事業を経営する者に対する改

善命令 
Ｄ 

３３ 社会福祉法 
７２－１、２及び

３ 

社会福祉事業を経営する者に対する経

営の制限、停止命令又は許可若しくは認

可の取消し 

Ｄ 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉法人に対する改善命令 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 56 条第 6 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あら

かじめ処分基準を策定することが困難。 

 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉法人に対する業務停止命令又は役員の解職勧告 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 56 条第 7 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あら

かじめ処分基準を策定することが困難。 

 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難。 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉法人に対する解散命令 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 56 条第 8 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あら

かじめ処分基準を策定することが困難。 

 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難。 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 57 条 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あら

かじめ処分基準を策定することが困難。 

 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難。 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅

介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設

の開設者、介護医療院の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は介

護保険法第 115 条の 45 の 3 第 1 項に規定する指定事業者に対する改

善命令 

根拠法令及び条項 

介護保険法第 76 条の 2 第 3 項、第 78 条の 9 第 3 項、第 83 条の 2 第

3 項、第 91 条の 2 第 3 項、第 103 条第 3 項、第 114 条の 5 第 3 項、

第 115 条の 8 第 3 項、第 115 条の 18 第 3 項、第 115 条の 28 第 3 項、

第 115 条の 45 の 8 第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を基本とし

て「介護保険法に基づく行政処分を行うにあたっての基本的な考え

方(内規)」及び行政処分等の実施及び程度の判定について(内規)」を

定めているが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する

可能性があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難に

するおそれ 

 以下略 

 

参考事項 
 

 

備考 
 



 

様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅

介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医

療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者、指定介護予防支援事業者又は介護保険法第 115 条の 45 の

3 第 1 項に規定する指定事業者に係る指定若しくは許可の取消し、又

は全部若しくは一部効力停止 

根拠法令及び条項 

介護保険法第 77 条第 1 項、第 78 条の 10 第 1 項、第 84 条第 1 項、

第 92 条第 1 項、第 104 条第 1 項、第 114 条の 6 第 1 項、第 115 条の

9 第 1 項、第 115 条の 19 第 1 項、第 115 条の 29 第 1 項、第 115 条

の 45 の 9 第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を基本とし

ているが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能

性があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難に

するおそれ 

 以下略 

 

参考事項 
 

 

備考 
 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

介護老人保健施設の開設者又は介護医療院の開設者に対する設備の

全部若しくは一部の使用制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築命

令 

根拠法令及び条項 介護保険法第 101条、第 114条の 3 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を基本とし

ているが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能

性があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難に

するおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
介護老人保健施設の開設者又は介護医療院の開設者に対する管理者

の変更命令 

根拠法令及び条項 介護保険法第 102条第 1項、第 114条の 4第 1項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を基本とし

ているが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能

性があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難に

するおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅

介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老

人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者（全ての事業

所又は施設が豊中市内に所在するものに限る）に対する業務管理体制

の整備の改善命令 

根拠法令及び条項 介護保険法第 115 条の 34 第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定

一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 障害者総合支援法第 49 条第 4 項、第 51 条の 28 第 4 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を参酌して

いるが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能性

があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく

困難にするおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支

援事業者又は指定特定相談支援事業者に係る指定の取消し、又は指定

の全部若しくは一部効力停止 

根拠法令及び条項 障害者総合支援法第 50 条第 1 項、第 51 条の 29 第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を参酌して

いるが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能性

があるため基準の公表はしないこととしている。 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく

困難にするおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支

援事業者又は指定特定相談支援事業者（全ての事業所が豊中市内に所

在するものに限る）に対する業務管理体制の整備の改善命令 

根拠法令及び条項 障害者総合支援法第 51 条の 4 第 3 項、第 51 条の 33 第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 老人福祉法第 18 条の 2 第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人

短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対する事業

の制限又は停止命令 

根拠法令及び条項 老人福祉法第 18 条の 2 第 2 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者に対する施設の設

備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止の命令、

又は認可の取消し 

根拠法令及び条項 老人福祉法第 19 条第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 有料老人ホームの設置者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 老人福祉法第 29 条第 15 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 有料老人ホームの設置者に対する事業の制限又は停止命令 

根拠法令及び条項 老人福祉法第 29 条第 16 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課高齢事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に対する

改善命令 

根拠法令及び条項 
児童福祉法第 21 条の 5 の 23 第 3 項、第 24 条の 35 第 3 項 

 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を参酌して

いるが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能性

があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく

困難にするおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に係る指

定の取消し、又は指定の全部若しくは一部効力停止 

根拠法令及び条項 
児童福祉法第 21 条の 5 の 24 第 1 項及び第 24 条の 36 

 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○平成 20 年に厚生労働省より「行政処分等の実施及び程度の決定に

当たっての基本的考え方」が示されており、その考え方を参酌して

いるが、判断基準を開示することで脱法的な行為を助長する可能性

があるため基準の公表はしないこととしている。 

 

＜根拠条例＞ 

 豊中市情報公開条例第 7 条第 4 号（ア） 

  市の機関又は国等が行う事務または事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすお

それがあるもの 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る

事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく

困難にするおそれ 

 以下略 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 

指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者（全ての事

業所が豊中市内に所在するものに限る）に対する業務管理体制の整備

の改善命令 

根拠法令及び条項 児童福祉法第 21 条の 5 の 28 第 3 項、第 24 条の 40 第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課障害事業者係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
助産施設、母子生活支援施設、保育所及び家庭的保育事業等の認可の

取消し 

根拠法令及び条項 児童福祉法第 58 条第 1 項及び第 2 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 家庭的保育事業等の事業の停止又は施設の閉鎖命令 

根拠法令及び条項 児童福祉法第 59 条第 5 項及び第 6 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し又は幼

保連携型認定こども園の認可の取消し 

根拠法令及び条項 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第 7 条第 1 項、第 22 条第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 幼保連携型認定こども園の設置者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第 20 条 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖命令 

根拠法令及び条項 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第 21 条第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対する改善

命令 

根拠法令及び条項 子ども・子育て支援法第 39 条第 4 項、第 51 条第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認の取消し、又は

確認の全部若しくは一部効力停止 

根拠法令及び条項 子ども・子育て支援法第 40 条第 1 項、第 52 条第 1 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対する業務

管理体制の整備の改善命令 

根拠法令及び条項 子ども・子育て支援法第 57 条第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉連携推進法人に対する改善命令 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 144 条 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉連携推進法人に対する業務停止命令又は役員の解職勧告 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 144 条 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉連携推進認定の取消し 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 145 条第 1 項及び第 2 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 社会福祉事業を経営する者に対する改善命令 

根拠法令及び条項 社会福祉法第 71 条 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
社会福祉事業を経営する者に対する経営の制限、停止命令又は許可若

しくは認可の取消し 

根拠法令及び条項 社会福祉法第第 72 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項 

所管部課（室）係名 福祉部福祉指導監査課法人指導係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

○ 処分の原因となる事実について、個別の情状等に対して具体的な

基準を画一的に定めることが困難なため、基準は設定していない。 

 

 

 

 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 

 

 


